
第１回 京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会 

 

                      日時：平成２４年５月２９日 

                             午後７時～９時 

                       場所：キャンパスプラザ京都 

                            

次  第 

 

１ 開会 

２ 京都市あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 座長の選出 

５ 座長あいさつ 

６ 議題 

 （１）本委員会の進め方について 

（２）災害廃棄物の受入れの考え方について 

  ・処理の対象とする災害廃棄物 

・測定の対象とする放射性物質 

・クリーンセンター周辺や作業者の安全性の確認 

 （３）その他 

７ 閉会 
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「京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会」委員名簿 
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資料１ 



 平成２４年５月１４日 制 定 

「京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会」要綱 

（設置目的） 

第１条 東日本大震災の被災地の一日も早い復旧復興に向けた最大限の支援を市民の

安心安全の確保と両立させながら進めていく必要があるため，市のクリーンセンター

で災害廃棄物を焼却する場合の放射性物質による人体や環境への影響などについて，

安全性を検証することを目的として，有識者による「京都市災害廃棄物広域処理に係

る専門家委員会」（以下「委員会」という。）を置く。 

（所管事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について安全性の検証を行う。 

⑴ 関西広域連合の災害廃棄物広域処理の統一基準 

⑵ 市のクリーンセンターで災害廃棄物を焼却する場合の運搬及び焼却工程におけ

る安全性の確保 

⑶ その他，市のクリーンセンターで災害廃棄物を焼却する場合の放射線による影響

に関し必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は，学識経験を有するものから，市長が委嘱する委員６名以内により   

 構成する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，平成２５年３月３１日までとする。ただし，再任を妨げない。 

（座長） 

第５条 委員会には，委員の互選によって選任される座長を置く。 

２ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは，座長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

（招集） 

第６条 委員会は，座長が招集し，座長が議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 座長が認めた場合は，委員会に委員以外の者を出席させ，意見を求めることができ

る。 

４ 委員会は，原則として公開する。ただし，委員会において公開しないことを決した

ときはこの限りでない。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務を処理するため，環境政策局適正処理施設部に事務局を置く。 

（その他） 

第８条 本要綱に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は，座長が委員に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２４年５月１４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず，最初の委員会は市長が招集する。 

資料２ 



京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会の設置目的について 

 

１ 委員会の設置目的 

東日本大震災の被災地の一日も早い復旧復興に向けた最大限の支援を市民

の安心安全の確保と両立させながら進めていく必要があるため，市のクリーン

センターで災害廃棄物を焼却する場合の放射性物質による人体や環境への影

響などについて，安全性を検証していただく。 

 

２ 審議事項 

 次に掲げる事項について安全性を検証していただく。  

 

⑴ 関西広域連合の災害廃棄物広域処理の統一基準 

 

⑵ 市のクリーンセンターで災害廃棄物を焼却する場合の運搬及び焼却工程

における安全性の確保 

 

⑶  その他，市のクリーンセンターで災害廃棄物を焼却する場合の放射線に 

よる影響に関し必要と認める事項 

 

３ 審議の具体的内容 

 

⑴  処理の対象とする災害廃棄物 

 

⑵  測定の対象とする放射性物質 

 

⑶  受入廃棄物の放射能濃度の目安値 １００ベクレル／kg の検証 

   焼却灰等の放射能濃度の目安値  ２，０００ベクレル／kgの検証 

 

⑷  クリーンセンター周辺や作業者の安全性の確認 

 

⑸  安全性の確認方法（測定） 

資料３ 



資料 ４

1

平成２４年５月２９日（火） 京都市

目 次

１ 広域処理協力要請の経過

２ 被災地の災害廃棄物処理状況

３ 東京都の災害廃棄物支援状況３ 東京都の災害廃棄物支援状況

４ 関西広域連合の受入れの考え方
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１ 広域処理協力要請の経過

２３年 ３月 ・東日本大震災発生，大量の災害廃棄物発生

２３年 ５月 ・環境省が有識者による災害廃棄物安全評価検討会を設置

２３年 ８月 ・環境省が広域処理推進ガイドラインを策定

・東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する

特別措置法施行

２３年 ９月 ・東京都が岩手県及び宮城県の災害廃棄物の受入れを発表

・大阪府が専門家会議を設置，廃棄物処理に関する指針を策定（１２月）

２４年 ３月 ・国が全国の自治体へ広域処理の協力を要請年 月 自治 広域 協 要

・関西広域連合が専門家会議を設置，災害廃棄物の広域処理

に係る統一基準を策定

２４年 ４月 ・京都市は，市のクリーンセンターで災害廃棄物を焼却する場合の

放射性物質による人体や環境への影響などについて安全性を検

証するため，独自の専門家委員会の立ち上げを環境省に回答
3

１ 本格処理を実施している都市等 本格処理日時 備考

東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 ２４年３月 １日～ 計画量約１０万トン

秋田県 大仙美郷環境事業組合 ２４年４月２３日～ 計画量約５千２００トン

静岡県 島田市 ２４年５月２３日～ 計画量約５千トン／年 ５月２４日より中断

（参考） 災害廃棄物広域処理の現況 （民間施設を除く）

静岡県 島田市 ２４年５月２３日～ 計画量約５千トン／年。５月２４日より中断

２ 試験焼却を実施済みの都市等 試験焼却日時 備考

群馬県 吾妻東部衛生施設組合 ２４年４月１０日～４月１２日 実施済み

秋田県 秋田市 ２４年５月１９月～５月２２日 実施済み

静岡県
静岡市 ２４年５月２３日～５月２４日 ６月中旬にも試験焼却の予定あり

裾野市 ２４年５月１６日 実施済み

福岡県 北九州市 ２４年５月２３日～５月２５日 実施済み

３ 試験焼却を予定している都市等 試験焼却予定日時 備考

群馬県 桐生市 ２４年５月３１日～6月１日

福井県 敦賀市 ２４年５月中を予定

４ その他事例 備考

大阪府
大阪市 市所有埋立処分地についての個別評価を申請中

堺市 フェニックスでの焼却灰受入れを前提として検討中

兵庫県 神戸市 フェニックスでの焼却灰受入れを前提として検討中
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受入市町村

⑤地方公共団体間で合意

被災市町村

被災側地方公共団体

受
入
側
住

情報
提供

受入側地方公共団体

国の災害廃棄物広域処理推進体制図

受入都道府県

協力
要請・
説明

⑤地方公共団体間で合意

③広域処
理に関す
る相談

②受入可能量
等の情報提供

環境省現地災害対策本部

被災県

マッチング

民

環境省地方環境事務所

①受入
可能量
等の情
報提供
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環境省廃棄物対策課

広域処理推進会議開催、安全性評価、住民説明用資料の提供
有識者派遣【⑥】，関係省庁との連携

環境省現地災害対策本部
（被災側地方公共団体の相談窓口）

【⑦広域処理の進捗状況管理】

環境省地方環境事務所
（受入側地方公共団体の相談窓口）
【④キックオフミーティングの調整】

出典：「廃棄物の広域処理」（平成２４年４月２３日環境省）

２ 被災地の災害廃棄物処理状況

・災害廃棄物推計量：約５３０万トン

平成２１年度に排出された一般廃棄物約４６万トンの１２年分

岩手県の処理状況
平成２４年５月２１日現在

平成２１年度に排出された一般廃棄物約４６万トンの１２年分

県内１０５箇所の仮置場にほぼ搬入済み

・処理・処分量：６０万トン

災害廃棄物推計量の約１１．３％

セメント焼却炉，仮設焼却炉２基，既存施設により処理を実施

・広域処理希望量：１２０万トン

木くず：約１８万トン 可燃物：約１２万トン 不燃物：約９０万トン木くず：約１８万トン，可燃物：約１２万トン，不燃物：約９０万トン
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被災現場 一次仮置場 二次仮置場 処理・処分先

解体・撤去 運搬

仮置き

粗選別
（重機・手選別）

運搬
破砕・選別

（選別施設・手選別）

運搬

運搬

中間処理施設

広域処理

セメント工場

既設焼却炉

仮設焼却炉

最終処分場

→リサイクル等へ

→セメント材料へ

→最終処分場へ

→最終処分場へ



・災害廃棄物推計量：約１，１５０万トン

平成２１年度に排出された一般廃棄物約８４万トンの１４年分

宮城県の処理状況
平成２４年５月２１日現在

県内１４３箇所の仮置場に今後解体する建物を除き搬入済み

・処理・処分量：２１２万トン

災害廃棄物推計量の約１８．４％

仮設焼却炉２２基を建設中，仮設焼却炉３基により処理を実施

・広域処理希望量：１２７万トン（処理先の確定した女川町分１３万トンを含む）

木くず：４４万トン，可燃物：３１万トン，不燃物：３９万トン木くず：４４万トン，可燃物：３１万トン，不燃物：３９万トン
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木くず 可燃物 不燃物

■ 災害廃棄物放射能濃度測定結果 ≪岩手県≫

測定結果（Bq/kg） ２０１１年６月～１１月測定

「ＮＤ」は定量下限値未満を示す。 （ ）内は定量下限値
（Cｓ１３４＋ Cｓ１３７）

― 木質 災害廃棄物（可燃）

久慈市 ND(<３８) ND(<３８)

野田村 ND(<５０～９４) ND(<７３)

田野畑村 ND(<４４～４８) ND(<４６)

宮古市 ND(<３６)～１３５ ６９ （一部ND）

岩手県
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宮古市 ND(<３６)～１３５ ６９ （ 部ND）

山田町 ND(<３２～４２) ４６ （一部ND）

大鎚町 ND(<４１)～１３１ ８０ （一部ND）

陸前高田市 ５０～１０３ １０４

出典：「岩手県沿岸市町村の災害廃棄物の放射能濃度測定結果一覧」（環境省）



■ 災害廃棄物放射能濃度測定結果 ≪宮城県≫

測定結果（Bq/kg） ２０１１年８月～１０月測定

― 木質 災害廃棄物（可燃）

「ＮＤ」は定量下限値未満を示す。 （ ）内は定量下限値
（Cｓ１３４＋ Cｓ１３７）

気仙沼市 ４８ １０７ （一部ND）

南三陸町 ND(<４０) ９６ （一部ND）

石巻市 ３５(一部ND) １０１ （一部ND）

女川町 ６９ １３３

東松島市 ND(<３６) １０３ （一部ND）

石巻市
牡鹿半島部 ８４ １７１

宮城県
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塩竃市 ３１(一部ND) ６８ (一部ND)

七ヶ浜町 ５６ １２３

多賀城市 ４６(一部ND) １５９ (一部ND)

名取市 66 １７０

岩沼市 41(一部ND) ２４０ （一部ND）

出典：「宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の放射能濃度測定結果一覧」（環境省）

３ 東京都の災害廃棄物支援状況（宮城県女川町）

10出典：「女川町災害廃棄物の受入れ」（東京都環境局）

， 約１０万トン



11出典：「女川町災害廃棄物の受入れ」（東京都環境局）

項目 試料採取日 単位
放射性セシウム

１３４
放射性セシウム

１３７
放射性セシウム

合計

主 灰 ３月９日 ４３ ４０ ８３

東京都の災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度測定結果

（１） 中央清掃工場 「不検出」とは，検出下限値未満を表す。また，（ ）内は検出下限値を表す。

主 灰 ３月９日

Bq/kg

４３ ４０ ８３

飛 灰 ３月９日 ３８１ ５１３ ８９４

飛 灰 処 理 汚 泥 ３月９日 １７０ ２２７ ３９７

汚 水 処 理 汚 泥 ３月９日 不検出（＜１１） 不検出（＜１１） 不検出

放 流 水 ３月９日 Bq/L 不検出（＜１２） 不検出（＜１１） 不検出

排ガス（１号炉）

ろ 紙

３月７日

不検出（＜０．１７） 不検出（＜０．１５） 不検出

捕集水 不検出（＜０．２０） 不検出（＜０．２０） 不検出

出典：「中央清掃工場での災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度等測定結果について」

（平成２４年４月９日；東京二十三区清掃一部事務組合）

排ガス（１号炉） ３月７日

Bq/m3N

捕集水 不検出（＜０．２０） 不検出（＜０．２０） 不検出

活性炭 不検出（＜０．３８） 不検出（＜０．３０） 不検出

排ガス（２号炉）

ろ 紙

３月８日

不検出（＜０．１７） 不検出（＜０．１７） 不検出

捕集水 不検出（＜０．０９） 不検出（＜０．０９） 不検出

活性炭 不検出（＜０．３５） 不検出（＜０．３０） 不検出
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項目 試料採取日 単位
放射性セシウム

１３４
放射性セシウム

１３７
放射性セシウム

合計

主 灰 ３月２４日 ５５ ７５ １３０

東京都の災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度測定結果

（２） 新江東清掃工場 「不検出」とは，検出下限値未満を表す。また，（ ）内は検出下限値を表す。

主 灰 ３月２４日

Bq/kg

５５ ７５ １３０

飛 灰 ３月２４日 ８９６ １，２７０ ２，１６６

飛 灰 処 理 汚 泥 ３月２４日 ５０９ ７７２ １，２８１

汚 水 処 理 汚 泥 ３月２４日 １４ １９ ３３

放 流 水 ３月２４日 Bq/L 不検出（＜１２） 不検出（＜１２） 不検出

排ガス（１号炉）

ろ 紙

３月２２日

不検出（＜０．２４） 不検出（＜０．２３） 不検出

捕集水 不検出（＜０．１８） 不検出（＜０．１８） 不検出

活性炭 不検出（＜０．３１） 不検出（＜０．４５） 不検出

紙 検 検 検

出典：「新江東清掃工場での災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度等測定結果について」

（平成２４年４月９日；東京二十三区清掃一部事務組合）

Bq/m3N排ガス（２号炉）

ろ 紙

３月２６日

不検出（＜０．２７） 不検出（＜０．２６） 不検出

捕集水 不検出（＜０．２０） 不検出（＜０．２０） 不検出

活性炭 不検出（＜０．３８） 不検出（＜０．４７） 不検出

排ガス（３号炉）

ろ 紙

３月２３日

不検出（＜０．２４） 不検出（＜０．２１） 不検出

捕集水 不検出（＜０．２７） 不検出（＜０．２７） 不検出

活性炭 不検出（＜０．３６） 不検出（＜０．３５） 不検出
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項目 試料採取日 単位
放射性セシウム

１３４
放射性セシウム

１３７
放射性セシウム

合計

主 灰 ４月９日 ７５ １１２ １８７

東京都の災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度測定結果

（３） 墨田清掃工場 「不検出」とは，検出下限値未満を表す。また，（ ）内は検出下限値を表す。

主 灰 ４月９日

Bq/kg

７５ １１２ １８７

飛 灰 ４月９日 ７２０ １．０３０ １，７５０

飛 灰 処 理 汚 泥 ※ ― ― ― ―

汚 水 処 理 汚 泥 ４月９日 不検出（＜６） 不検出（＜１１） 不検出

放 流 水 ４月９日 Bq/L 不検出（＜１０） 不検出（＜１０） 不検出

排 ガ ス

ろ 紙

４月１０日 Bq/m3N

不検出（＜０．１９） 不検出（＜０．１７） 不検出

捕集水 不検出（＜０．４５） 不検出（＜０．４９） 不検出

出典：「墨田清掃工場での災害廃棄物受入れに伴う放射能濃度等測定結果について」

（平成２４年４月９日；東京二十三区清掃一部事務組合）

排 ガ ス ４月１０日 Bq/m3N捕集水 不検出（＜０．４５） 不検出（＜０．４９） 不検出

活性炭 不検出（＜０．２６） 不検出（＜０．２５） 不検出
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※ 他工場で飛灰の処理を行っているため測定していない。



４ 関西広域連合の受入れの考え方

（１） 広域処理の対象とする災害廃棄物

処理対象物は，岩手県及び宮城県内の災害廃棄物について
以下の基準を満たすものとしている。

（１） 広域処理の対象とする災害廃棄物

木くず，紙くず，繊維くず，廃プラスチック等の可燃性廃棄物（被災地の事情

により不燃廃棄物との混合廃棄物を含む場合もある）。

（２） 放射性物質濃度の基準

セシウム（１３４及び１３７の合計値）として

○ 受入廃棄物 ‥‥ １００ Ｂｑ／kg 以下

○ 埋立焼却灰等 ‥２，０００ Ｂｑ／kg 以下

（３） 放射能測定（ ） 放射能測定

搬出時，焼却時，埋立時に測定を実施

（４） 焼却灰等の埋立場所
関西広域連合からの要請に基づき，大阪湾広域臨海環境整備センター

（フェニックス）では，災害廃棄物の具体的な受入方法・処分方法等につ

いて国との協議を重ねているところである（平成２４年５月２５日）。

※ 京都市においても，フェニックスを最終処分地とする。
15

４-１ 焼却灰埋立基準（放射能濃度）にみる国との相違

一般公衆の線量限度 （国際基準）
１

焼却灰の近くでの作業
ⅰ） 年間２５０日

焼却灰の近くでの作業
ⅰ） 年間２５０日

埋立処分地内作業の設定 埋立処分地内作業の設定

作業者の被ばく線量 0.78 mSv/年 作業者の被ばく線量 0.86 mSv/年

１ ｍＳv／年
クリア クリア
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ⅱ） １日８時間のうちの４時間
ⅲ） 重機内で遮蔽された作業

焼却灰 8,000 Bq/kg

ⅱ） １日８時間のうちの６時間
ⅲ） 屋外で手作業

焼却灰 2,000 Bq/kg

国 関西広域連合



焼却灰埋立基準の根拠となる放射線量

日常生活と放射線

10.0

6.9

10

〈人工放射線〉〈自然放射線〉

放射線の量
(ミリシーベルト) 胸部Ｘ線コンピュータ断層

撮影検査（ＣＴスキャン）（１回）

ブラジル・ガラバリ
の放射線
(年間,大地などから)

１ｍＳv／年間

この数値を根拠として各々以下のように
算定している

国 ‥‥‥‥‥ ８，０００ Bq／kg
関西広域連合‥２，０００ Bq／kg

（ 基準値の違いは作業性による）

0.4

2.4

1.0

0.6

0.1

1

1人当たりの
自然放射線
（年間）

（世界平均）

宇宙から 0.39

大地から 0.48

食物から 0.29

吸入により
1.26

(主にラドン)

神奈川岐阜

国内自然放射線の差（年間）
（県別平均値の差の最大）

一般公衆の線量限度
（年間）（医療は除く）

胃のＸ線集団検診
（１回）

胸のＸ線集団検診

クリアランスレベル ‥ １００ Bq／kg
（放射性セシウム）

関西広域連合の受入
れ災害廃棄物の基準‥１００ Bq／kg
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0.05

0.022

0.2

0.001未満

0.01

（県別平均値の差の最大）

東京 - ニューヨーク航空機旅行（往復）
（高度による宇宙船の増加）

再処理工場からの放射性物質の
放出による評価値（年間）

クリアランスレベル導出の
線量目安値（年間）

（１回）

原子力発電所（軽水炉）周辺
の線量目標値（年間）

原子力発電所からの放出実績（年間）

出典：「電気事業連合会「原子力・エネルギー」図面集2010年版等」

食品中の放射性物質食品中の放射性物質食品中の放射性物質

出典：原子力安全研究協会「生活環境放射線データに関する研究」
（昭和58年）
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■ Bq（ベクレル）とは、放射性物質が放射線を出す能力（１秒間に原子
核が崩壊する数）を表す単位です。

■ 「一般食品」の放射性セシウムの新基準値 は 100 Bq/kg です。

（ 平成２４年４月１日から施行）



福島第一原子力発電所から８０㎞までの範囲を２㎞メッシュ，80～100㎞の範囲及び
100km圏外の福島県を10㎞メッシュに分割，各メッシュ内で調査箇所を１箇所選定し，
合計約2,200箇所の土壌試料を採取（平成23年6・7月）

プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（１）プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（１）プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（１）

プルトニウム，ストロンチウムの核種分析の結果について

１

約2,200箇所のうち100箇所で採取した土壌試料について，ガンマ線放出核種の核種
分析を実施した後，アルファ線放出核種として，プルトニウム238，239 ，ベータ線放出
核種として，ストロンチウム89，90について放射化学分析を実施

IAEA が提案している緊急事態時の被ばく評価方法に定められた換算係数を用いて，
50年間放射性核種が沈着した地表面上に人間が留まると 想定した際の土壌からの
外部被ばく線量及び再浮遊に由来する吸入被ばく線量の積算値（以下，「50年間積算
実効線量」という。）を算出

３

２

セシウム 134，セシウム 137 の 50 年間積算実効線量に比べて，その他の放射性
核種の 50 年間積算実効線量は非常に小さいことを確認

今後の被ばく線量評価や除染対策においては，セシウム 134，セシウム 137 の沈
着量に着目していくことが適切
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５

４

出典：「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の分布状況等に関する
調査研究結果」の簡略版について」（平成２４年３月１３日；文部科学省・農林水産省）

表 「各放射性核種の最大濃度が検出された箇所に50 年間滞在した場合の外部
被ばく線量及び吸入被ばくによる預託実効線量の合計値」

核種名 半減期
最大濃度*1
(Bq/m2)

５０年間の積算実効線量

換算係数
（μSv/h)/(Bq/m2)

計算結果
(mSv)

プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（２）プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（２）プルトニウム及びストロンチウムの影響評価（２）

μ q

セシウム １３４ ２．０６５ 年 １．４×１０７ ５．１×１０‐３ ７１

セシウム １３７ ３０．１６７ 年 １．５×１０７ １．３×１０‐１ ２０００

ヨウ素 １３１ ８．０２ 日 ５．５×１０４ ２．７×１０‐４ ０．０１５

ストロンチウム ８９ ５０．５３ 日 ２．２×１０４ ２．８×１０‐５ ０．０００６１

ストロンチウム ９０ ２８．７９ 年 ５．７×１０３ ２．１×１０‐２ ０．１２

プルトニウム ２３８ ８７ ７ 年 ４ ０ ６ ６ ０ ０２７

＊ 1：平成 23 年 6 月 14 日時点に放射能濃度を換算

プルトニウム ２３８ ８７．７ 年 ４．０ ６．６ ０．０２７

プルトニウム２３９＋２４０ ２．４１１×１０４年 １５．０ ８．５ ０．１２

銀 １１０m ２４９．９５ 日 ８．３×１０４ ３．９×１０‐２ ３．２

テルル １２９m ３３．６ 日 ２．７×１０６ ２．２×１０‐４ ０．６

20出典：「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の分布状況等に関する
調査研究結果」の簡略版について」（平成２４年３月１３日；文部科学省・農林水産省）



ストックヤード

放射性物質濃度測定

被災地

４-２ 安全性の確認方法

コンテナ積込ヤード

遮蔽線量率測定空間線量率測定

積込前積込前積込前 積込前積込前積込前

（概ね搬出２回分毎）

以下

超過

バック
グラウンド
×３倍

以上１００
Bq/kg

詳細調査（線量率分布）

放射性物質濃度再測定

以下

未満未満

超過

（概ね搬出１回分毎）（概ね搬出１回分毎）

１００
Bq/kg

暫定遮蔽
線量率

積込後積込後積込後

以上

搬出停止
空間線量率測定

（コンテナ毎）

未満

以上

１ 空間線量率が 0.3 μSv/h 以上 → コンテナ表面の除染

２ 除染後も 0.3 μSv/h 以上 → 被災地から搬出

海上輸送を行う場合海上輸送を行う場合海上輸送を行う場合

21
搬出停止

q/ g

バック
グラウンド
×３倍

受入施設
※ 海上輸送を対象 （鉄道輸送の場合は，直接，焼却施設へ搬送）

受入前受入前受入前
１ 敷地境界

広域処理支援都市

Ｂが異常に高い
Ａ Ｂの比較

処理中断

空間線量率測定 Ａ ２ 事業場内
・荷降しヤード
・仕分け・計量ヤード

空間線量率測定 Ｂ

（週１回）

受入中受入中受入中

１ 施設内の災害廃棄物を人が近づかない場所に保管

被災地に戻す

Ａ，Ｂの比較

焼却施設へ搬出

２ 詳細に空間線量率，放射性物質濃度を測定

目安値を超過した廃棄物

22



焼却施設 広域処理支援都市

空間線量率測定 Ｃ

（１日１回 ５日間）

受入前受入前受入前

放射性物質濃度測定

受入前受入前受入前

※ 焼却処理

Ｄが異常に高い

空間線量率測定 Ｄ

（週１回）

受入中受入中受入中

（１日１回，５日間）

受入前受入前受入前

敷地境界

事業場内
・焼却炉周辺
・灰処理施設周辺
・灰ピット周辺

排ガス

排水

放射性物質濃度測定

（月１回）

基準超過

受入中受入中受入中

C，Dの比較 算定式

処理を中止

焼却処理継続

処理中断

１ 廃棄物，焼却施設の詳細調査

２ 詳細に空間線量率，放射性物質濃度を測定

焼却施設に原因

焼却処理継続

※ 次頁参照
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焼却処理を継続するための放射性物質濃度算定式焼却処理を継続するための放射性物質濃度算定式焼却処理を継続するための放射性物質濃度算定式

３月間の平均濃度について下記の式を満たすことを確認する。

セシウム１３４の濃度 （Bq／ m3 ）
＋ ≦ １

２０ （Bq／m3）

セシウム１３７の濃度（Bq／ m3 ）

３０ （Bq／m3）

排ガス

セシウム１３４の濃度 （Bq／㍑）
＋ ≦ １

６０ （Bq／㍑）

セシウム１３７の濃度 （Bq／㍑）

９０ （Bq／㍑）

24

排 水



焼却施設

受入前受入前受入前

※ 焼却処理後の焼却灰等

広域処理支援都市

放射性物質濃度測定
焼却灰

・主灰
・飛灰

溶融スラグ
溶融飛灰
排水汚泥放射性物質濃度測定

（月１回）

受入中受入中受入中

受入前受入前受入前

埋立処分

超過 １ 作業者が放射線による影響を受けないように措置をとる

２ 処理方法について検討する

25

2,0００
Bq/kg



資料 ５

1

平成２４年５月２９日（火） 京都市

○ 可燃廃棄物は「焼却炉」で高温燃焼し衛生的に処理される。

○ 発生する燃焼ガスは高度な公害防止設備に導かれ，「ばいじん」，「酸性ガス」
等が分解・除去される

京都市の標準的な焼却処理工程

焼却炉内 ： ８５０℃以上 バグフィルタ入口 ： １５０℃

等が分解・除去される。

ボイラー

① 焼却炉 ② ガス冷却塔

③ バグフィルター

④ ガス洗浄塔 ⑤ 活性炭吸着塔 ⑥ 触媒脱硝塔

2
ごみピット



① 焼却炉（ストーカ炉）

ごみ

二次空気

排ガス

ホッパ

■ ８５０℃以上の高温で処理

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

供給装置

後燃焼
スト カ

始動用
バーナ

燃焼ストーカ

燃焼空気

灰出コンベア

ストーカ

3

ストーカ炉内部・燃焼状態ストーカ炉内部・燃焼状態

② ガス冷却塔

低温ガス

■ 燃焼ガスを１５０℃に冷却

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

水分蒸発

湿調ノズル

排ガス

4
ガス冷却塔の外観及び構造ガス冷却塔の外観及び構造



③ バグフィルタ（１）
消石灰プレコート層 フィルタ

ダスト

■ フィルタ（ろ布）を用いて燃焼ガス中の微粒子を吸着

バグフィルタの構造バグフィルタの構造

クリーン
ガス

未反応消石灰

有害ガス

HCｌ
SOx

反応生成物

出典：「津波被害による岩手県・宮崎県の災害廃棄物の受入れについて（環境省） 5

バグフィルタによる有害ガス除去機構バグフィルタによる有害ガス除去機構

③ バグフィルタ（２） ■ 筒状のフィルタ表面で微細なばいじん粒子を吸着

6

ろ布（フィルタ）ろ布（フィルタ）



焼却処理工程中の放射性物質（セシウム）の挙動

○ 廃棄物の中の放射性セシウムは，８５０℃以上の高温の炎の中で揮発したり，
小さな液滴となって排ガスと一緒に流れていくものと，燃え残りの灰に残るも
のに分かれるのに分かれる。

○ 排ガスは冷やされて，気体状あるいは液状のセシウムは，主に塩化セシウ
ムとして固体状態になり，ばいじんに凝縮したり吸着する。

○ セシウムが吸着しているばいじんは，バグフィルターでほぼ完全に除去，
捕集される

出典：「廃棄物の広域処理」（平成２４年４月２３日環境省）

捕集される。

○ バグフィルターは，きめ細かなろ布上に形成された薬剤やダスト自身による
層により，サブミクロン（１μｍ以下）の粒子を濾（こ）しとって除去する。

7

④ ガス洗浄塔

① 吸収塔本体

■ 薬品を用いて燃焼ガス中の酸性ガスを中和し除去

② 耐火物

③ 冷却液スプレーノズル

④ 補給水スプレーノズル

① 予冷塔本体

② 充填物

③ 吸収冷噴霧ノズル

④ ミストセパレータ

⑤ 緊急水高架水槽

⑥ 散気管

（吸収塔へ）

（予冷塔） （吸収塔）

⑤ スプレーヘッダ

⑥ 連結ダクト

8
湿式ガス洗浄塔の構造湿式ガス洗浄塔の構造



⑤ 活性炭吸着塔

吸着材 移動層

■ 活性炭表面の微細孔にダイオキシン類を吸着

吸着材

隔離板

ロールフィーダ

隔離板

吸着材の切り出し

清浄ガス排ガス

9

活性炭吸着塔の原理活性炭吸着塔の原理

活性炭吸着塔の外観活性炭吸着塔の外観

⑥ 触媒脱硝塔 ■ 触媒を用いて燃焼ガス中の窒素酸化物を窒素と水に分解

脱硝触媒反応塔の構造と原理脱硝触媒反応塔の構造と原理

蒸発機

アンモニア注入ノズル 触媒

触媒モジュール

150mm

4NO+4NH3+O2 → 4N2+6H2O NO+NO2+2NH3 → 2N2+3H2O
6NO+4NH3 → 5N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2 → 3N2+6H2O
6NO2+8NH3 → 7N2+12H2O 10



焼却処理工程の比較

南 部 Ｃ Ｃ
焼
却

ボ
イ 煙

ガ
ス
洗

バ
グ
フ

ガ
ス
冷

ご
み
ピ

触
媒
脱

活性炭粉末

南 部 Ｃ Ｃ
定格処理 ６００ｔ／日

却
炉

イ
ラ

煙
突

洗
浄
塔

フ
ィ
ル
タ

冷
却
塔

ピ
ッ
ト

脱
硝
塔

東北部ＣＣ
定格処理 ７００ｔ／日

焼
却
炉

ボ
イ
ラ

煙
突

ガ
ス
洗
浄
塔

バ
グ
フ
ィ
ル
タ

ガ
ス
冷
却
塔

ご
み
ピ
ッ
ト

触
媒
脱
硝
塔

活
性
炭
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着
塔

北 部 Ｃ Ｃ
定格処理 ４００ｔ／日

焼
却
炉

ボ
イ
ラ

煙
突

ガ
ス
洗
浄
塔

バ
グ
フ
ィ
ル
タ

ガ
ス
冷
却
塔

ご
み
ピ
ッ
ト

触
媒
脱
硝
塔

活
性
炭
吸
着
塔

11

南部クリーンセンターごみ処理フロー図

12



東北部クリーンセンターごみ処理フロー図

13

北部クリーンセンターごみ処理フロー図
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関西広域連合における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する考え方 

 

１ 目 的 

この「考え方」は、東日本大震災の被災地の早期の復旧・復興に向けて、災害廃棄物を適正か 

つ速やかに処理することが喫緊の課題であることから、関西広域連合構成府県における災害廃棄

物の処理に係る安全性の確保等について、技術的な観点から必要な事項を定めることにより、被

災地における災害廃棄物の処理を支援することを目的とする。 

 

２ 基本的事項 

(1) この「考え方」は、災害廃棄物の処理を行う市町村等により廃棄物の処理工程等が異なる場 

合があるため、共通的、標準的な工程における処理の考え方を示したものである。 

(2) 災害廃棄物の処理を行う際には、本格的な処理を開始する前に、受け入れる災害廃棄物が発 

生した被災地域ごとに、試験的に処理を行い、各工程での放射能等の安全性を確認する。 

(3) 災害廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。 

以下「廃棄物処理法」という。）及び東日本大震災に関する国のガイドラインや通知等に基づ

き実施するものとし、今後新たにガイドライン、通知、知見等が示された場合には、必要に応

じてこの「考え方」を改定することとする。 

 

３ 処理の対象とする災害廃棄物 

処理の対象とする災害廃棄物の種類は、岩手県及び宮城県内の災害廃棄物のうち（福島県内の 

災害廃棄物は処理の対象とされていない。）、以下に示す可燃廃棄物とし、不燃廃棄物、津波堆

積物及び特別管理廃棄物等については処理の対象としない。 

ただし、被災地の事情によりやむを得ないときは、可燃廃棄物と不燃廃棄物が混合した混合廃 

棄物も対象に含めることとする。 

ア 可燃廃棄物：木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック等可燃性のもの 

イ 不燃廃棄物：コンクリートがら、金属等不燃性のもの 

ウ 混合廃棄物：アとイが混合しているもの 

エ 津波堆積物：津波により発生した汚泥・土砂類 

オ 特別管理廃棄物等：廃棄物処理法に定める廃石綿等、ＰＣＢ廃棄物、感染性廃棄物など特 

別管理廃棄物及び石綿含有廃棄物に該当するもの 

 

４ 災害廃棄物の処理における放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物に係る事項 

(1) 対象とする放射性物質 

セシウム134及びセシウム137とする。 

(2) 放射性物質濃度の目安値 

周辺住民や作業者の受ける線量限度は、一般公衆の被ばくの年間線量限度とされる１ｍＳｖ 

／年を下回ることとし、これを十分満足できるように、セシウム134とセシウム137の合計値の

目安値を以下のとおりとする。 

ア 受け入れる災害廃棄物の放射性物質濃度の目安値（以下「受入れの目安値」という。） 

100Ｂｑ／kg 

イ 陸域で埋め立てる焼却灰等の放射性物質濃度の目安値（以下「埋立ての目安値」という。） 

2,000Ｂｑ／kg 

 

参考資料１ 



５ 安全性の確認方法 

目安値等を管理するため、各工程において、放射線等の測定を行い、安全性を確認する。 

なお、測定回数については、測定結果が目安値等より十分低くかつ増加傾向がみられない場合 

には、測定回数を減じることができるものとする。 

 

(1) 受入れの目安値の確認方法 

ア 被災地における確認方法 

① ストックヤードにおいて、概ね搬出２回分ごとに、放射性物質濃度を測定する。 

測定の結果、受入れの目安値を超過した場合は、搬出しない。 

② 輸送用コンテナに積み込む前の災害廃棄物について、コンテナ積込ヤードにおいて、概 

ね搬出１回分ごとに、空間線量率及び遮蔽線量率を測定する。 

測定の結果、空間線量率がバックグラウンド空間線量率の３倍以上となった場合は、当 

該災害廃棄物の空間線量率の詳細調査を行い、線量率測定値の分布に応じて、災害廃棄物

の放射性物質濃度を測定し、受入れの目安値を超過した場合は、搬出しない。 

また、遮蔽線量率が暫定遮蔽線量率を超えた場合は、当該災害廃棄物の空間線量率の詳 

細調査を行い、線量率測定値の分布に応じて、災害廃棄物の放射性物質濃度を測定し、受

入れの目安値を超過した場合は、搬出しない。 

③ 災害廃棄物を積み込んだ後のコンテナについて、コンテナごとに空間線量率を測定する。 

測定の結果、空間線量率がバックグラウンド空間線量率の３倍以上となった場合は、搬 

出しない。 

また、海上輸送については、測定結果が0.3μＳｖ／ｈ以上の場合は、コンテナ表面の 

除染を行い、除染後も0.3μＳｖ／ｈ以上の場合は、搬出しない。 

イ 処理施設で受け入れる際の確認方法 

① 受入施設の敷地境界、事業場内（荷降ろしヤード、仕分け・計量ヤード）において、受 

入前に予め空間線量率を測定しておき、受入中は週１回、空間線量率を測定する。 

測定の結果、空間線量率が異常に高くなった場合は、処理を中断し、施設内にある災害 

廃棄物を人が近づかない場所に保管した後、詳細に空間線量率、放射性物質濃度の測定を

行い、受入れの目安値を超過した廃棄物は、被災地に戻す。 

 

(2) 焼却時の確認方法 

① 焼却施設の敷地境界、事業場内（焼却炉周辺、灰処理施設周辺、灰ピット周辺）におい 

て、受入前に予め１日１回、５日間空間線量率を測定しておき、受入中は週１回、空間線

量率を測定する。 

測定の結果、空間線量率が異常に高くなった場合は、処理を中断し、廃棄物、焼却施設 

の詳細調査を行い、焼却施設に原因がある場合は、当該施設での処理を中止する。 

② 焼却施設の排ガス、排水について、受入前に予め放射性物質濃度を測定しておき、受入 

中は月１回、放射性物質濃度を測定する。 

測定の結果、３月間の平均濃度が、次式により算定した値が１を超過した場合は、処理 

を中断し、廃棄物、焼却施設の詳細調査を行い、焼却施設に原因がある場合は、当該施設

での処理を中止する。 

【算定式】 

排ガス 

               セシウム134の濃度（Ｂｑ／㎥） ＋  セシウム137の濃度（Ｂｑ／㎥） 

       20（Ｂｑ／㎥）                     30（Ｂｑ／㎥） 

 



 

排水 

               セシウム134の濃度（Ｂｑ／ℓ ） ＋  セシウム137の濃度（Ｂｑ／ℓ  ） 

            60（Ｂｑ／ℓ  ）                         90（Ｂｑ／ℓ  ） 

(3) 焼却灰等の確認方法 

① 焼却に伴い発生する焼却灰（主灰、飛灰）、溶融スラグ、溶融飛灰、排水汚泥について、 

受入前に予め放射性物質濃度を測定しておき、受入中は月１回、放射性物質濃度を測定す

る。 

測定の結果、埋立ての目安値を超過した場合は、作業者が放射線による影響を受けない 

ように措置をとった上で、処理方法について検討する。 

 

(4) 埋立時の確認方法 

①  埋立処分に当たっては、次のとおり行うこととする。 

ア 焼却灰等の埋立場所が特定できるように措置する。 

イ 埋め立てる焼却灰等と水がなるべく接触しないように場内の水が溜まりやすい場所で 

の埋立ては行わない。 

ウ 土壌の層の上に焼却灰等を埋め立てる。 

エ 飛散、流出防止のため即日覆土を施す。 

② 最終処分場の敷地境界、埋立区画、埋立作業場所及び受入施設がある場合は、受入施設 

の敷地境界と事業場内１か所において、受入前に予め１日１回、５日間空間線量率を測定

しておき、受入中は週１回、空間線量率を測定する。 

測定の結果、空間線量率が異常に高くなった場合は、作業者が放射線による影響を受け 

ないように措置をとった上で、処理方法について検討する。 

③ 最終処分場の放流水、排水処理施設に入る前の原水、排水処理施設からの排水汚泥につ 

いて、受入前に予め放射性物質濃度を測定しておき、受入中は週１回（排水汚泥は２週間

に１回）、放射性物質濃度を測定する。 

測定の結果、放流水の３月間の平均濃度が、(2)②の排水の算定式により算定した値が 

１を超過した場合又は排水汚泥が埋立ての目安値を超過した場合は、処理を中断し、埋立

物、埋立処分場の詳細調査を行い、埋立ての目安値を超過した埋立物、排水汚泥について

は、作業者が放射線による影響を受けないように措置をとった上で、処理方法について検

討する。 

 

６ 留意事項 

(1) この「考え方」は、２基本的事項(1)のとおり、市町村等により廃棄物の処理工程等が異な 

ることを踏まえ、共通的、標準的な工程における処理の考え方を示したものであり、具体的に

は、次の工程や条件のもとにとりまとめたものである。 

【共通的な工程】受入れ、焼却、埋立て 

【標準的な工程】大阪府が策定した「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関 

する指針」の基礎となった被ばく線量の試算に用いた設定条件 

なお、埋立てについては陸域での埋立てを想定しており、海面埋立については、国の個別評 

価を受ける必要がある。 

＊ 参照資料 

大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針（平成23年12月27日 大

阪府） 

大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針【解説】（平成24年１月



 大阪府） 

大阪府の実態に合わせた被ばく線量の試算（平成23年12月14日 第６回大阪府災害廃棄

物の処理指針に係る検討会議 資料５） 

 

(2) この「考え方」は、災害廃棄物のみを処理することを想定しているが、実際には、市町村等 

が本来業務として行っている一般廃棄物の処理と併せて処理されることとなる。 

 



市民等からの主なご意見等について 

 

 総件数 4,007 件（平成 24 年 5 月 24 日現在） 

（市長への手紙 830 件，コールセンター249 件，電話 2,740 件，その他 188 件） 

 

○ 災害廃棄物の受入れに関する意見 

 ・  広域処理が本当に必要なのか（拡散はすべきでない，現地で処理できる） 

・ 他の支援を考えるべき 

 ・ 内部被ばくが心配だ（子供への健康影響） 

 ・  安全性を確認したうえで，被災地支援のため受入れるべき 

 

○ 処理の安全性に関する意見 

 ・ バグの安全性は信用できない（ＨＥＰＡフィルターを使用すべき） 

 ・ ストロンチウムなども測定対象とすべき 

 ・ 他の化学物質も測定すべき（アスベストやＰＣＢなど） 

 ・ 基準をもっと厳しくすべき（不検出が望ましい） 

 ・ 作業者，地元住民の健康被害に配慮すべき 

 ・ 試験焼却も行わないでほしい 

 ・ きめ細かく測定すべき（測定できないのであれば受入れるべきでない） 

 

○ 市民への周知に関する意見 

 ・ 委員会への傍聴をさせてほしい（委員と協議させてほしい） 

・ 説明会を開催してほしい（特にクリーンセンター等の地元住民への説明） 

 ・ 情報を全て開示してほしい（試験焼却の内容，測定結果などの開示） 

 ・ 情報をわかりやすく発信してほしい（安全の根拠や処理の必要性等） 

  

○ 補償に関する意見 

 ・ 健康被害への補償はできるのか 

 ・ 風評被害への補償はできるのか 

 

参考資料２ 
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